
 

射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金について 

 

 

１　目的 

　富山県のデジポックとやま実証実験プロジェクトが、令和７年９月から１２月までの間、実 

施され、介護サービス事業所におけるスポットワークの活用は、参加事業者から好評を得ると 

ともに、一定の効果が確認されました。 

この結果を受け、令和８年度は本市の試行事業として、サービス利用料を補助することで、 

介護サービス事業所におけるスポットワーク活用の普及と定着を促進し、人手不足の解消及び 

介護職員の負担軽減を目指します。 

 

２　事業内容 

(1)　対 象 者　　市内において、介護サービスを行う事業所を有する介護サービス事業者 

(2)　対象経費　　介護サービス事業者が、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とす

る雇用契約を仲介する事業のサービス（以下「スポットワークサービス」とい

う。）を利用し、雇用契約が成立したことへの対価として、当該サービスを提供

する事業者に支払った人材紹介手数料（人件費、交通費、消費税及び地方消費税

並びに振込手数料は除く。） 

(3)　対象期間　　令和８年度（令和８年４月１日～令和９年３月３１日）に利用及び支払いした

もの 
(4)　補 助 額　　補助対象経費の３分の１（１,０００円未満切り捨て） 

(5)　限 度 額  １事業者（１施設）当たり 年額 上限５万円 

 

３　申請方法 

・　スポットワークサービスの利用を開始した時点で、射水市介護スポットワーク活用支援事業 

補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）の申請者欄のみを記載した書類を提出してください。 

・　補助対象経費が１５万円に達した時点又は、令和９年３月３１日までに、必要書類を提出して 

ください。 

 

４　必要書類 

(1) 射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付申請者兼請求書（様式第１号） 

(2) 射水市介護スポットワーク活用支援事業補助対象経費明細書（様式第２号） 

(3) サービス提供事業者へ利用料を支払ったことが証明できる書類（請求書の写し） 

(4) サービス提供事業者に支払った利用料の内訳が確認できる書類（領収書又は、支払い画面等の写し） 

 

５　決定通知及び支払時期 

　　申請があった場合は月末締めで審査を行い、文書で通知、通知後速やかに支払います。 
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